
事業／施設概要

【R7:先－７】 津駅周辺施設運営コンソーシアム事業化検討調査
（実施主体：三重県津市）

津市基礎情報（R8.1.1時点）
・人口:２６６，０１２人
・面積：７１１．１８km2

目的・これまでの経緯

【本調査の目的】
• 交通ターミナルの整備に合わせた上部空間の活用や、
駅周辺の公共施設の包括的な管理運営について、民
間活力導入可能性調査、実現可能な事業条件・スキー
ムの整理を行い、次年度以降の実施事項・スケジュー
ルに道筋をつけることを目的とする。

【これまでの経緯】
• 津駅周辺の道路空間については、これまで複数の会議
体を設置し、方向性、方針のとりまとめが行われてきた。

【事業分野： 道路 】 【対象施設： 交通ターミナル上部空間】 【事業手法： PFI、市街地再開発等】

調査のポイント

• 交通ターミナル上部空間の利活用を中心として、津駅周辺の複数の公共施設（駅前広場、ペデストリアンデッキ、東西自由通路、公園等）の一体整備を
目指し、バンドリングを含む民間活力導入可能性の調査、検討を行った。

• 道路空間における官民合築建築物の課題や想定し得る事業手法・スキームを整理した。

事業後の東西断面イメージ

• 津駅周辺は、上位関連計画で都市機能の集約を図る「都市拠点」に位置付けられ、本
市において基盤、施設整備の優先度が高い、最重要エリアの一つである。

• 現在の駅前空間は整備から約半世紀が経過し、老朽化対応や賑わい創出、機能強化
など、未来を見据えた再整備が必要となっている。

• 調査中の交通ターミナル上部空間利用を中心として、検討中の東西自由通路等の公共
施設も含む駅周辺の一体的な再整備について検討を進めている。

会議体 主な成果

津駅周辺道路空間
検討会（令和2年7月～）

令和３年3月に「津駅周辺
空間の基本的な方向性」を
とりまとめ

津駅周辺道路空間検討委
員会（令和3年7月～）

令和４年３月に「津駅周辺
道路空間の整備方針」をと
りまとめ

津駅周辺道路空間再編検
討委員会（令和4年7月～）

委員会での議論を踏まえ、
令和7年8月に本市は「津
駅周辺基盤整備の方向性
（ビジョン）」を策定

津駅東口周辺まちづくり懇
話会（令和5年9月～）

道路空間における賑わい
創出を目的とした取組、社
会実験を実施
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【対象地の特徴】
• 想定区域は道路
（駅前広場）

• 想定区域は津市及び
東海旅客鉄道（株）が
所有

• 鉄道、道路、バス路
線等の交通結節点

• 交通ターミナルはバ
スタプロジェクトの調
査対象

出所：津市. 津駅周辺基盤整備の
方向性（ビジョン）. 令和7年7月



【R7:先－７】 津駅周辺施設運営コンソーシアム事業化検討調査
（実施主体：三重県津市）

事業化に向けた今後の展望

・想定プラン、事業性検討
・交通ターミナル規模・ゾーニング

・基本計画、実施方針策定等
・特定事業選定、公募準備

事業者特定

R8年度 R9年度 R10年度 R11年度～

基本・実施設計

【課題】
• 複合建築物（特に交通ターミナル部分）の規模、ゾーニング等の検討を行い、想定プランを構築し施設配置計画との調整を行うとともに、事業条件と収益性を確認。
• 公共が駅前空間全体を統括する視点から関係主体間の調整を行い、施設配置計画作成、及び東西自由通路等の基本設計を順次進める。

調査結果

前提条件の整理 サウンディング１回目 事業手法等の検討 サウンディング２回目
事業手法・スキーム

比較（構築）

①市場性等の分析
✓ デスクトップ調査及び不動
産事業者へのヒアリングに
基づき、一定のポテンシャ
ル・需要を確認

✓ 一方、建設費高騰に伴い、
開発事業としての成立可能
性には課題があることも確
認

②法的条件の整理
✓ 交通ターミナル上部空間
は、道路上にあたるため、
立体道路制度の活用が有
力な選択肢

✓ 行政財産上での官民合築
建築物となるため、民間事
業者への貸付等に制限あり

③関係者意向確認
✓ 一部敷地の土地所有者等、
関係者の意向を事前に把
握

結果概要
✓導入機能及び施設規模は、
商業、業務、宿泊等、本市計
画とも整合的な提案を得た

✓事業対象・業務範囲は、複合
建築物に絞り込むべきである
との提案を得た

✓土地建物の所有形態に関し
ては、事業者により様々な提
案があった

✓民設民営での事業は困難な
情勢で公共の一定の関与が
必要との提案もあった

事業対象・業務範囲
✓交通ターミナル及びその上
部空間に絞込み

土地建物の権利形態
✓想定し得る土地、建物の権
利形態について整理

事業手法・スキーム（案）
• PFI事業
• 市街地再開発事業※
• LABVによる事業※
• 民間事業※
※各事業と交通ターミナル

 事業が連携する

結果概要
✓ デベロッパー主体の体制が
必要となる

✓ 民間投資を呼び込むため
民間裁量を確保できる手法
が求められる

✓ 事業成立に向けてリーシン
グ等リスク低減がカギ

✓ 事業手法によっては建物の
流動性確保が課題となる

✓ 竣工に長期間を要する事業
は敬遠される傾向があるた
め、適切に事業を切り分け
る等、単純化することが有
効である可能性がある

手法・
スキーム

主な定性評価

案①PFI
事業

民間裁量拡大、借地
への対応、整備・運営
一貫性、行政財産へ
の対応、政策反映な
どにおいて優位

案②市街地
再開発事業
と交通ターミ
ナルの連携

敷地を民間事業者が
借地する権利形態とし
た場合、保留床の処
分が難しくなる点等に
課題

案③LABV
による事業
と交通ターミ
ナルの連携

本市の行政財産であ
る土地（道路）を出資
することが地方自治
法上の制約で困難

案④民間事
業と交通
ターミナルの
連携

比較的適性が高いが、
公共施設部分につい
て、性能や仕様を担
保するうえでの課題あ
り

✓ 定性評価を総合すると、PFI
事業や民間事業による開
発が優位と判断

設計 建設
交通ターミナル
及び上部空間等

東西自由通路
駅前広場、駅舎

配置計画、基本設計 実施設計 解体・建設

目 的
民間から想定可能な
官民連携事業に関
する提案を受ける

参加者
20グループ（22社）
デベロッパー、建設
業者、金融事業者他

調査項目
• 事業内容の提案
• 土地建物権利形
態に対する意見

目 的
民間事業者参画に向
けた課題を把握する

参加者
12社
デベロッパー、建設
業者、その他

調査項目

事業手法・スキーム
（案）それぞれに対す
る評価、課題・懸念
点、提案

市事業によるデッキ等の整備

広場等

複合建築物

デッキ
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官民で敷地利用権を設定
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民 民 民

PFIの付帯事業
（民間独立採算）

土地

建物

所有権
借地権

所有権所有権

又は

設計

民

施工 管理 運営

民 民 民

設計

民

PFI事業による合築イメージ


	スライド 1
	スライド 2

